
議案第８７号 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

令和６年１１月２６日提出 

 

三田市長 田 村 克 也    



三田市条例第  号 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条 

例 

 

三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年三田市条例第４１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１第５項を同表第８項とし、同表第４項の次に次の３項を加える。 

５ 市長 三田市福祉医療費の助成に関する条例（平成４年三田市条例第１

６号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるも

の 

６ 市長 三田市子育て支援のための医療費の助成に関する条例（平成２２

年三田市条例第４０号）による医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

７ 市長 三田市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱（平成４年７月１

日施行）による医療費の助成に関する事務であって規則で定める

もの 

 別表第２に次の３項を加える。 

１３ 市長 三 田 市 福 祉

医 療 費 の 助

成 に 関 す る

条 例 に よ る

医 療 費 の 助

成 に 関 す る

事 務 で あ っ

て 規 則 で 定

めるもの 

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員

保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家

公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号）、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５２号）又は高齢者の医

療の確保に関する法律による医療に関する給付

の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医

療保険給付等関係情報」という。）であって規則



で定めるもの 

(3) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）による身体障害者手帳、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）による精神障害者保健福祉手帳又は知

的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に

いう知的障害者に対し障害の程度を示すために

交付される療育手帳に関する情報(以下「障害者

手帳関係情報」という。)であって規則で定める

もの 

(4) 介護保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

規則で定めるもの 

(7) 外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

１４ 市長 三 田 市 子 育

て 支 援 の た

め の 医 療 費

の 助 成 に 関

す る 条 例 に

よ る 医 療 費

の 助 成 に 関

す る 事 務 で

あ っ て 規 則

で 定 め る も

の 

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 医療保険給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

規則で定めるもの 

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

１５ 市長 三 田 市 高 齢

重 度 障 害 者

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(2) 医療保険給付等関係情報であって規則で定め



医 療 費 助 成

事 業 実 施 要

綱 に よ る 医

療 費 の 助 成

に 関 す る 事

務 で あ っ て

規 則 で 定 め

るもの 

るもの 

(3) 障害者手帳関係情報であって規則で定めるも

の 

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

規則で定めるもの 

(6) 外国人生活保護関係情報であって規則で定め

るもの 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


